
2004　（平成16）年9月13日

法務省民事局参事官室　御中

大阪弁護．ヒ会

　会　長　　宮崎　　誠

民法現代語化案に対する意見書

　平成16年8月4日（水）貴局は，民法第1編（総則）・第2編（物権）・第3編（債権）

について，片仮名・文語体の表記を平仮名・口語体とし，現代では用いられていない用語

を他の適当なものに置き換えることにより，国民一般に分かりやすいものに改めることを

内容とする民法の一部改正を検討していることを公表し，9月3日を期限として意見募集

された。

　口語化とはいえ，国民生活を規律する基本法ともいうべき民法について，しかも，その

全条文を対象としながら，わずか1か月間という短期間に限定して意見を求めること自体，

拙速で非常に問題があるといわざるをえない。初めにその点を指摘しておきたい。

　大阪弁護士会としては，かかる限定された状況下での検討のため，十分に議論と検討を

尽くして取り纏められた意見とまでいうことはできないが，今後，意見を反映する機会が

あたえられない状況下において，公表された民法現代語化に対する疑問を提起する機会を

失することはできないと考え貴局にこの意見書を提出することにしたものである。

　当会の意見が今回の改正作業の参考になるものと確信しており，パブリックコメントの

期限である9月3日を過ぎているが，その取り扱いには格別のご配慮をお願いする。

　なお，上記状況に鑑み，最終的な改正作業までに本改正につき広く意見を徴する機会を

設けられることを切に望むものである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敬具

　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

1　意見書の記載方法について

　　今回当会が作成した意見書は下記の全体としての意見と別紙の各条に対する意見で構

　成されている。各条に対する意見については異議のある場合及び改正案のままでよいが

　特にコメントを付したほうがよいのではないかと思われる条項のみ記載している。

2　全体に対して

　　「～箇月」と記載されていることについて，口語的には「～か月」と記載するのがよ

　いのではなかろうか。

3　各条項に対する意見

　　別紙参照
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民事　公 『　等

第1襲 1項 適合するものでなければならない 適合する挙）のとする 他の旧条文のように「要ス」との表現はない「，と

すると、「なけれ，1、fならない」とまで表記するの

は、強すぎると，思われ、る．

2項 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠 権利及ぴ義務は、信義に従い誠実に履行し、 「行使」「履行1を「行わなければならない』で受

実に行わなければならない 行使しなければならない。 けるのは、「行」が重なるのではないか．また、3

項1同項は、rしてはならない」と表現している）

との整合性を考えても、重なるのは疑問である。

とすると、2項、3項いずれも、走語を整理しな

おしてはどうか、

3晒 ［1の…用はしてはならない ・1は誕用してはなタ）ない

第4条 年齢二十歳 満二十歳 r満1は口語1ヒ1．．ていると思われる

第6条 1項 許された 許可され，た 2項で「許可」の取り消し、制限に触れるのであ

れば、L項もr許可．iの方がわかりやすいのでは

ないか、

牌22－ 人の生　の　　をその孝の主 ルする の生’の穐　をってその主所レする
第23条 住所が知れない場合 住所を知ることができない場合

第30条 2項 生死が、それぞれ、戦争が終わった後 生死が、戦争が終わった後

第32条 2項 その財産を返還する義務を負う その財産を返還すれば足りる

第33条 成立しない 成立することができない

第36条 法人であることは認められないものとする 法人であることを認めない

第39条 財団法人を設立しようとする者 設立者 未だ設立されていないので、r設立しようとする

者」と表記する趣旨は理解できるが、かかる場

合も含めてr設立者」とする表現が日常使用さ

れているのではないか。

第40条 財団法人を設立しようとする者 設立者

第51条 1項 毎年1月から3月までの問に 毎年初めの3か月内に

第52条 2項 過半数で 過半数をもって

第56条 選任しなけれぱならない 選任するものとする 旧条文は「選任ス」としか規定していない

第61条 定款で別段の定めをすることを妨げない 定数は定款をもって増減することができる

第62条 総△の招集の通知は 総会の招集は 「通知」という表現は旧条文にはない

第65条 3項 前条ただし書の規定は、前2項の場合につい 前二項の規定は、定款に別段の定めがあるとき

ては準用する は、適用しない

79 ワ項 』ヨ　　　ベ　　． 』ヨ　　　　「

第84条の3 法人の理事、監事又は清算人は、次の各号の 法人の理事、監事又は清算人が次の各号のい
いずれかに該当する場合には、50万円以下の ずれかに該当する場合には、50万円以下の過
過料に処する。 料に処せられる。

第101条 1項 rその事実の有無は代理人につき之を定む｝が
「その事実の有無は代理人についてのその事
実の有無によるものとする。」。よりよい表現がな

いかと思うが、誤りでは無いと思われるので公

安でよい

第102条 従前の解釈通り問題なし

第105条 2項 本文、但書きに分離してわかりやすくなってい

る．rただし、その代理人が、復代理人が…」
で、rその代理人」を本文主語のr委任による代
理人」とした方が明確になるとも思ったが、本文

で復代理人を選任したその代理人との趣旨、ま
た後に「腹代理人jが出てくることから「その代

理人」はr委任による代理人」のことと理解でき

るので公表案でよい

第106条 この場合において、 ただし、 同条の趣旨は、r法定代理人は僅代理人を常
に選任することができるがその代わり選任監督

にっいて過失の有無を問わず全責任を負う、

但しやむことを得ざる事由ある時は責任が軽減
され任意代理の場合と同様になるにとであり

（四宮4版p236）、趣旨に添って逆接にすべき
であり、公表案のように順接又は限定的表現に
すべきではない。

第107条 2項 r権利義務を有す」を「権利を有し、義務を負う」

とはそのとおりで、公表案でよい。

第108条 本人が予め許諾した場合には有効に成立する
との、判例・通説を取り入れたもの。逆に、解釈

上認められている事後の追認を排除する趣旨
かとの誤解も生じうると思われるが、解釈の間題

と、解釈の中でもこれまで確立された判例・学

説を明文に高めるという位置づけからすると、従

前の解釈論を変更するような条文改正ではな
いと解されるので公表案でよい。我妻新訂民法

総則p343によると、予諾はドイツ民法18L条は
明量しているとのこと

第109条 最判昭和4／・4・22により、第三者が悪意また

は有過失の場合は本人は責任を負わないこと
を、但．し書きに取り入れ、その立証責任も、本

人にあるとしており、問題なし．、

ジペ
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第l　l〔）条 「前条の規定」が最後でなく、最初に出〔くる。

109条の準瑞というと、但書きにヒ観的要件が
明文で追加され．たことから主観的要件も準用1、

て110条の「正当の理由」との関係がどうなるの

かとも思うが、110条独自の要1牛以外のLO9条
の「その責任を負う」ことを準用■1ると理解もで

きるし、また、109条の主観的要1牛は従来から

解釈で加えられ，ており実質的には変更無しと砦

えれば公表案てよい。

第111蚤 現行条文の段階で、既に「破産！→「破産手続
開始の決定」、r又は」→r若くは」との記載、、結

論的には公表案でよい。

第巨6条 条文解釈の理解からすると、但書きは、「第三

者の権利を害してはならない」かとも，思うが、

r害することを得ず。」の従渠の条文の語句から

すξ）と、「害することができない。」の方が正確と

，思われ公表．案でよい。136条2項も同様の問
題。

第121条 「償還」を「返還」．しかし196条は「償還」のま

ま、思うに、本条は不当利得法理の行為無能
力者における特則と考え、下当利得703条の
「返還」に合わせたものと理解すると、本条は

「返還」として特に問題ないと思う。

第122条 「初めから有効なものとみなす」を「以後、取り消

すことができない」に変更。現行条文に忠実で
ない「。し．かしながら、「もともと、「取り消しうべき

行為」は、取消権者が取り消す場合にだけ効力
がないものとされ、取消がなされるまではその

行為は効力のあるものとして取り扱い、取消権

者が取消権を放棄し、または取消権が消滅す
れば、その行為は効力を失わしめることとがな

いものとして確定するもの。取消うべき行為の追

認は、取消権者が取消権を放棄して、その行
為を取り消さないと決めることであって取消うべ

き行為を確定的に有効にするもの。「初めより
有効なりしものとみなす。」との規定は、追認さ

れるまでも有効であったことから、妥当な用語で
はない。』（我妻p393，398，400）ことからすると、

公表案が、従来の規定の誤解を招く不備をた
だすものとして適切。

第129条 又はそのために担保を供することができる またはこれについて担保を供することができる 同条の趣旨は、「条件付きに取得される権利が

所有権、債権であれば、所有権、債権に関する
と同一一の方式に従って、処分、相続もしくは保

存し、またはこれについて担保（保証人・担保
物権など）をつけることができる」（我妻p418）こ

とである。公表案のr又はそのために担保を供
することができる」とは、「そのため」が何を指す

か等、意味内容が直ちには理解困難であり、上
記趣旨をふまえてわかりやすくすべきと考える。

第136条 2項 岡条但書は、／16条但書と同様の問題。結論
的には公表案でよい。

第137条 1号 現行条文の段階で、既に「破産」→「破産手続
開始の決定」、r又は」づr若くは」との記載。結

論的には公表案でよい。

2号 r殿滅」をr滅失させ、損傷させ」としている。そも

そも「殿滅」という語句は国語辞典、漢和辞典に

も載っておらず、我妻等の基本書でも意味内容
が「滅失、損傷」とは記載されておらず、変更せ

ずに維持すべきとも思える。しかし、同条文の
解釈上、『殿滅』は、「殺損」＋「滅失」と理解さ

れるところ、「駿損」とは「きずつけこわす1、「損

傷」とは「こわす。きずつける」であり（漢和辞典・

小学館、190条参照）、そうすると、『鍛滅』＝

「損傷」＋「滅失1と理解できる。そうであれば、

公表案でよい。

第15L条 末尾に、「任意出頭の場合に、紅1解が調わない 民事調停法第19条は、調停不成立後2週問以
時も同様とする「、」を加える。 内に訴え提起したときは調停申立時にその訴

えの提起があったものとみなすとあり、時効中

断もこの方法と理解していたが、そもそも最高

裁平成5・3・26により、公表案の通りの判決が

なされていた。一方、後段の「任意出頭の場

合」が除外された記載となっている。旧民訴に

おいても（1日354条）r本条が規定しているよう

な手続きはほとんどおこなわれていない．l　l注釈

民事訴訟法・有斐閣新書p489）にもかかわら

ず、民訴273条になお存在する条文であり、条
文の意味内容の変改はせず表記を置き換える
といろ今回の現代化の趣旨からすると、なお残

すべきではないかと、慰う

2バーヅ
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窮152条 債権者がその届出を取り下げ、叉はその届出 債権計がその申立叉は届出を取η下げ、又は、 現行条文の段階で、既に「再生手続参加又は
が却下されたときは、 』

Lしの申ウ又は煽出か却下され，たときは、 更生手続参加」存加え、「債権者が之を取消し」

をr廣権詐がその申立又は届出を取下げ」との
言【1載。現行粂文の通りとすると、参加に対して

申立、届出と2i由り記載があることから、表記を

置き換えるという今回の現代化の趣旨からは、

現行条文に忠実にすべき。

第153条 調停の申立、破産手続参加 調停の申立〔、任意出頭。破産手続参加 現行条文の段階で、既にr再生手続参加又は

更生手続参加』を加えられている。151条改正
に基づく改正であるから、L51条と同様に手直
しすべきであり、任意出頭を加える。

第156条 「能力」を「行為能ガ」とし、従前の解釈通り間

題ない。

第158条 1項 r6ヶ月内は時効完成せず」がr6ヶ月を経過す
るまでは時効完成せず」となっており、わかりや

す’く問題ない。以下の条文も同檬。

2項 現，行159条、、現行159条の2を16Q条とするた
めの調整と思われるが、特に問題ないと思う。，

第160条 従来の解釈の通の、相続財産「に関する権利」

とし問題ない。r相続財産」の定義について、改

正法884条第2項を引用しているが、この点も
特に間題ないと思う。

第162条 2項 「不動産」を「物止して、通説のとおり、1項同様

動産を含めることを明示（法務省解説参照）し
ており、公表案でよい。

第164条 「占有者（占有をする者をいう。以下同じ）」と説

明がある．全体の条文からの説明の必要性は
不明であるが、わかりやすいので公表案でよ

い

第168条 2項 r求むる」を「交付を求める」。証拠として承認書

を求めるとは、交付を求めることと具体的に記
載しており、問題ないと，思う。

第170条 本文 現行条文2号の但書きを移動しているが、問題
ない。

1号 現代語化しているが間題ない。

2号 現代語1ヒして、「技師」を設計、「棟梁」を施工、

監理、r請負人」を施工か。現在でも、公表案の

如く条文解釈1、ているのでよい。

第173条 1号 「代価に係ξ）債権」としているが問題ない。

2号 注文を受けて物を制作し、又は自己の仕事場 自己の仕事場で他人のために仕事をし、又は 法務省案は、r居職人」、r製造人」の定義（四

で他人のために仕事をすることを業とする者の 注文を受けて物を制作することを業とする者の 宮p310）の1立置関係が、、現行条文と逆となっ

ており、と特に順番を変える必要性はうかがえ

ないので、現行条文の順番の通りとした。

3号 「止宿」は「寄宿jとし、現代語化とすると公表案

のとおりと思われる。

第174条 2号 「労力者」二雇用関係に立たないで肉体的労

力を提供する者（四宮p31Pで、現代語化する
と公表案の通りと思われる。

4号 r木戸銭」二芝居、見せ物など、、興行の入場料

〔小学館国語辞典）であり、公表案でよい。

5号 「動産の損料」とは、「動産賃貸借の賃料債権」

のこと（四働）311）であり、公表案でよい。

第190条 1項 「殿損」を「損傷」とする。「名誉殿損」との法律

用語もあり、維持すべきとも思ったが、漢和辞典
（小学館）では「駿損」；「きずつけこわす」、「損

傷」＝「こわす。きずつける。やぶれ、いたむこ

と。」と同義ないし損傷の方が意咲が広い。そう

すると、現代語化の趣旨から公表案でもよい。

同趣旨の検討は、137条2号の「殿滅」

2項 「強暴」を「暴行若しく1．よ強迫」。基本書レベル

では解釈の記載はなく、「強暴」とは漢和辞典

では「力強く乱暴1との意味，、注釈レベル、立法

の経緯からすると公表案の趣旨なのか。法律用

語として意味が不確定なr強暴jは、今回の現
代化では変更する必要があると考える。「強迫」

を加えることで現行条文を超えないか、とも思え

るが、これまでの解釈感覚からすると公表案で
も良いと思う。「隠秘」は「隠匿」で良いと思う。

3ページ
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第191条 1回復者に対しrを先に持ってきて整理、r回復
者1を「（占有物を回復しよ」，とする者又は回復

した者）」と宇義しており、問題ない，

第L92条 明文になかったr取引行為1を明示。我妻にも
「取引行為1（；所有 権または質権の取得を目
的とずる行為）という語句で要1牛にしてお頃我

妻物権p217）、公表案でよい．

箒194条 1）の表題がないが、193条（盗品又は遺失物
の回復）と同じだから不要の扱いと思われ、問
題ない．

第196条 1項 121条では従来の「償還1を「亟還」に代えた
か、本条文は「償還」維持。「費用償還請求権」

は、賃貸借等でも使用され既に講学上の語句
となっているからか、特に問題はないと思う。

「回復者」を本条では「（占有を回復しようとする

者）」と回復した者を除いている。2項但書きか

ら、本条は原則として占有者に留置権が成立

する場合の規定明示したものか。回復した者の
場合は、一般の不当利得法理で処理か．

第202条 ！項 本件の訴え 本権の訴え 単なる誤記と思われる

第209条 1項 賠償金 償金 検討要。r償金」とr賠償金1の持つ意味が少し
異なる。「損害賠償1は違法行為について用い
られ，るのに吋し、r償金」は適法行為による補償
という意味がある。「賠償金、1が「償金jと同義で

使用されているが、「賠償金」では違法行為に

用いられる印象を受ける。

第210条 1項 他の土：地に囲まれて公道に通じない土地 公表案でOK。現行法は「或土地力他ノ土地二
囲続セラレテ公路二i由セサルトキ』とある。囲続
という言葉が変わった。

第210条 2項 河川、水路 検討要。現行法は「河渠」とある。「渠」は堀割，

溝を意味するが、水路に相当すると思われる
（青線の水路以外も含まれる趣旨？）

第212条 庭剖賞金 償金 209条と同じ

第213条 賠償金 償金 209条と同じ

第215条 天災その他避けることのできない事変 公表案で（二）K。注釈民法には「地震、洪水その

他低地所有者の責めに帰すことのできない事
由」とある。同義と思われる。

第216条 閉塞 公表案でOK。現行法は「阻塞」とある。岡義と
思われる。

第216条 障害の除去 公表案でOK。現行法は「疎通ヲ為サシメ」とあ
る。同義と思われる。

第218条 隣地に注ぐ構造の 公表案でOK。現行法はr注潟セシムヘキ」とあ
る。同義と思われる。

第219条 1項 溝・堀 公表案で（⊃K．現行法は「溝渠」とある．同義と

思われる。

第219条 2項 水流が隣地と交わる地点 検討要。現行法は「下ロニ於イテ」とある。下流

という意味であるが、今回の公表案ではr上流」

も含めるようになったのか？

第220条 公の水流 検討要。現行法は「公路、公流」とあるが、道路

に水を流してもらったら困るという意味で、公の

水流になったのか？

ワワワ『． 1 賠轡， 膏金 209ムレ頁じ

第222条 3項 同条2項の但書を3項にした 公表案でOK。但書より別項を立てるべきであ
ろう。

第223条 境界を標示する物（以下「境界標示物」とい 公表案でOK。境界標示物という規定を設けた
うq） ことで、次条以下の「界標」の意味を分かり易く

　・1－r

第225条 2項 板塀又は竹垣その他これらに類する材料のも 公表案でOK。現行法は、1板塀jと「竹垣」に限

の 定されており、時代遅れといわれ、ていたものの

手当をした。ブロック塀も可薩になったか

第230条 2項 公蓑案で（一）K。分かりにくかった表現を、分かり

易く説明している。

胱ワ32塞 賠7 償金 209条と戸じ

第235条 1項 縁側（ベランダを含む） 公表案でOK。ベランダを含めて、時代に合うよ
うにしたと思われる。

第235条 2項 窓又は縁側の最も近い点から、窓又は縁側の 窓又は縁側の最も近い点から、境界線に母し 間題あり。r窓又は縁側の最も近い点から、境

線に対して垂直に引いた線が境界線と交わる て垂直に弓1いた線が同点と交わる、転までを測 界線に対して垂直に引いた線が同点と交わる

点までを測定して算出する 定して算出する 点までを測定して算出する」ことも考えられる。

安藤一郎・実務法律選書・新版相隣関係・地
役権肌7頁・dには、「1メートルの測定は、窓ま

たは縁『側のもっとも近い点から隣地屍界線に向

かって直角に伸ばした線の長さについて行うj
とある，
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第246釜 L順 「加工者1とい・㍉ 公表案で（二）K 加工者という規定を設けたこと

で、次噴の「加工者」の意味を分かり易く1、た，

蝕 リ48革 賠償金 償金 ワ09、レ司じ

牌ウ5」苓 ウ［百 賠償金 償金 209氣レ百じ

牌ワ65塾 「地上　を　する＃をい弓 外　窒でOK地上「’膏者の≡’纏を入れ，た

箭266条 2項 その性質に反しない限レ〕 公表案で（⊃K 266条2噴の賃貸借規定の準用
は、すべてが準用されるわけでないので、この

文言を入れたと思われる。

牌270ふ 「フ小　　を石する者をいう 公 ’竈でOK　’小　　　の≡瞬を入オ1た

第271条 回復することのできない損害を生ずぺき変更を 公表案で〔）K「，現行法は「永久ノ損害ヲ生スヘ

キ変更1とある．同義と思われる。

第2ア3条 その性質に反しない限り 公表案でOK。273条の賃貸借規定の準用は、
オ』べてか準用されるわけでないので、この文言

を入れたと思われる。

牌ワ80ス 「地伽　を’する　をいう 公＝安でし）K 地役　　のヨ押を入れた

第28し条 要役地（地役権者の土地であって、他人の土

飽から　”を導け7ずの々いF）

公表案で（，K。要役地の説明を入れた

第283条 継続的に行使され、かつ、外形上認識し得るも

のに限り

検討要。「継続且表現ノモノニ限リ」の記載をし

たが、学説によったのだろうか。判例は、通路の

開設が要役地所有者によってなされたことを要
するとしているが、学説は不要としている。

特’285久 1項 地の言鄭を入れた 公．　でOK
第285条 1項 生活用 公表案でOK。現行法の「家用」は、飲用、炊

事、洗濯、掃除用、浴用等をいうとされている関

係で、生活用で艮いと思われる。

第286条 設定後の契約 公表案でOK．現行法は、「特別契約」とある

が、設定契約と設定後の契約の区別でよいと思
われる。

第287条 所有権を放棄して地役権者に移転し 公表案で⊂）K．現行法の「委棄シテ1は、改正案

どおりに解釈されている。

窮289条 要件 公表案でOK。現行法には「条件」とあるが、正
しくは要件であろう。

雄ワ96条 署　者　　　の雪繭を　　た 公；一’でOK

胱30ワ萎 の目・としたレーは を塾定したときは

第309条 葬式の費用のうち相当な額 身分に応じて為したる葬式の費用、を相当な額
とした点は妥当である。

第317条 旅館の宿泊の 旅館その他宿泊施設の宿泊σ、1 宿泊施設が多様化しているので、旅館に限ら
ず広く包含できるようにすべきである。

第317条 宿泊客が負担すぺき宿泊料、飲食料に関し 宿泊客が負担すべき宿泊料、飲食料、その他

の料金に関し

旧条文の、旅客、その従者及ぴ牛馬の宿泊
料、と比較して、自動車の駐車場料金なども含
められるように明確にすべきである。

第327条 1項 設計、施工又は監理を業とする音 現在のビルの工事の仕事内容で区別すれぱこ
のようになるのかもしれないが、旧条文での工

匠、技師及び請負人という分類の仕方とは異

なっており，1日条文での解釈とずれていないか

疑間がある。

第348条 転質をしたことによって生じた損失について

は、不可抗力によるものであっても、

転質をしなければ生じなかったであろう不可抗
力による損失についても、

第383条 2号 （現に効力を有する登記事項のすべてを証明
したものに限る。）

《既1こン肖滅した薩禾虞こ開する登記事項は要しな

い。）

第398条の2 1項 特定の債務を担保するためのほか、 削除 わざわざ入れる必要はない。

第398条の8 2項 その債務者について相続が開始したときは、 債務者について相続が開始したときは、

牌398久の9 9 元　の　定前にその　務について 一　の　定前に　稼・について

第407条 2項 撤回 法的に正しい表現に改めたもので、問題ない。

胱419’敏 9項と3項 項を二つにわけた　のOK
第429条 1項 不可分債権者（不可分債権を有する者をいう。

以下この条において同じ。）

かソコ内はわざわざ定義することもあるまい。

第429条 1項 分与される利益 分与されるべきであった則益

第432条 その連帯債務者（連帯債務を負担する者をい
う。以下同じ。）

カッコ内はわざわざ定義することもあるまい。

第441条 各破産財団（破産法第2条第14項に撹定する
破産財団をいう。以下同じ。）

カッコ内は、現行破産法にはない条項だが、改
正法の条項か？それと、わざわざ定義する必

要があるのか？

第446条 保証人（保証債務を負担する者をいろ。以下同
じ。）は、主たる債務者1主たる債務を負担する

者をいう。以下同じ。）

カッコ内はわざわざ定能することもあるまい。

第449条 保証契約（債務の保証を目的とする契約をい
つ。以下同じ。）

カッコ内はわざわざ定義することもあるまい。
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第459条 自己の財彦をもって き。ピ1び出媚という語はボヒュラーでないから変

更はOK、財産をもってと言い換えるのはiE確
でない賄にも思・㍉が他に適当な語がなかっ’、r

か？

牌46ワ激 畳環 正Lい語に訂正した
窮464条 不可分債務昔（不可分債務を負担する者をい カッコ内はわざわざ定義することもあるまい。，

つ。）

第468条 贋務者がその債務を消滅させるために譲渡人 債務者がその鮨務を消滅させるために、譲渡 債務者がぞ の廣務を消減さ ぜるために、〔ここ
に払い渡1、たものがあると、きはこれ・を取り戻し、 人に払い渡したものかあるときはこれを取り戻 1 、読点をいれる）。その’〔、・は、「債務を消滅さ

譲渡人に対して負胆した債務があるときは・臼7 し、譲渡人に対t、て負担した債務があるときは せるためにjという語が払い渡しと負担のの双
方にかかるからq

第471条 債権者を指、名する旨が記載され この表現では「債権者を指名するユと記載され，

ているかに誤解される。実際は債陸者名が証
書に記載されているのである。

第478条 債権の準占有者（自己のためにする意思をもっ ここでは、定義することは相当である。

て…をいうσ）

第478条 善意であり、か一）、過失がなかったとき 過失を加えたこと1．細当である

第486条 弁済をした者1．L、弁済を受領し、た者に 受取証書は弁済と同時履行であろろから、改正
案が過去形にしているのは相当でない。原文ど
おりか、1弁済をする者は弁済を受領する者に」
とするび、）が相当である。

第494条 弁済をすべき者（以r「弁済者」という） 原文どおりで十分である

第495条 供託物（供託され，た弁済の目的物をいう．以下 カッコ内はわざわざ定義することもあるまい、

同じ．）

第514条 更改前の債務者の意思に反するときは、この限 更改前の債務者の意思に反してすることはでき 現，行法の「為スコトヲ得ス1の表現に則1、た方が

りでない、 ない。 適切と思われる。

第542条 特定の日時又は一定び）期問内 一定の日時又は一定の期間内 現行法は「一定の日時又は一定の期間内」とい
う表現で、定期行為を表現している。特定との

表現に変更すべき理由が不明である。

第545条 1項 金銭を返還するときは、 返還すべき金銭には、 現行条文の体裁に則1．た表現が適切と思われ
る

第566条 買主がこれを知らず、かつ、そのために契約を 買主がこれを知らず、かっ、そのために契約を 現行法ヴ）目的達成不能の場合のみ解除できる

した目的を達することができないときは、買主 した目的を達寸ることができない場合に限り、買 趣旨を生かした表現とすべきと考えξ）。また、民

は、契約び）解除をすることができる。この場合に 主は、契約の解除をすることができる。その他 事局案では「この場合」というのが、直前の条文

おいて、契約の解除をすることができないとき の場合においては、損害賠償の請求のみをす であるr契約の解除をすることができる1場合を
は、損害賠償の請求のみをすることができる． ることができる。 指すかの如き印象を与える日本語の続き具合

となっている．

第583条 2項 相当の期限を許与することができる。 相当の期限を与えることができる。 許与という表現は現代語化に適さないものと思
われる．

第603条 一年以内 現行法はr一年内1．r以内jとr内1は意味が異
なると思われるが、現行法の解釈においても
r以内」の意味に解されているよろなので、この

際、趣旨を明確にしたという意味に理解できる
（他の箇所でも多数出てくる）。

第617条 1項 解約の申入れの日から 現行法は「解約申入ノ後」。「申入れの日」とす

ると、その日左含めて起算することにならない

か、という疑間もないではないが、民法の期間
計算の原則（初日不算入）に従うことを否定す

る趣旨とも思われないので、このままでいいと考
える。

第624条 L項 労働者（…。以下同じ。） 以下この節において同じ。 625条L項の「使用者∫の定義では「以下この節
において同じ。」という表記方法をとっていること

とのバランス。1旦し、634条1項の「注文者jの定
義では単に「以下同じ。」としており、このあたり

はなにか使い分けルールがあるのかも知れな
い［

第627条 1項 申入れの日から2週問 現行法は「解約申入ノ後2週間」だが、同義
か？（上述）

第635条 建物その他の土地の工1乍物 現行法は「難物其他土地ノ工作物」。rの」を入

れることによって例示であることをハッキリさせる

意味と思われるので、これでよいと思う

脾637、 1項 1　以内に ／訟は「1任内二（上述）

牌638条 2項 嘗 現流二法は「殿長

第644条 受任者は、委任の趣旨に従い、 受任者（委任の当事者のうち、相手方に対して 定義規定は不要か（他の節では自明と思われ
法律行為をすることを承諾した者をいう。以下 るものでも定義規定をおいている）？
同じ．）、

第645条 1項 委任者の請求があるときは、・ 委任者（委任α）当事者のうち、相手方に対して 同ヒ。ただ、委任に関しては余りにも自明ゆえ

法律行為をすることを委託した者をいう。以下 不要との判断か？
同じQ）・・

第647条 引き渡すぺき金額又はその利益のために用い 引き渡すべき金銭又はその利益のために用い 額（ホリコー一ム）の間題ではなく、動産としての

るべき金額を… るべき金銭を… 金銭を指弓と思われる1表題に「金銭の消費」と
あ⑤、、但し、堺，行法も「金額jとしている。
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第666条 2項 前項において準用する第591条第1項の塀牢 現行法はとくに、二の｝二うな注釈的な規定は置い

ドかかわらず、 （いないが、趣旨を明1巌に‘1る、韓1廉では適当と

思われ，る、

脾672皐 り
．

1一百 刀壬廃する、Uレか『六 ノ） 解壬する、 レがで る 「をは・く勢で付ラ

笛675条 各組合則嚇して等しい害1恰で 現行法は「均一部分二1手キ1だが、改正案のほ

うかわかりやすいか．

胱685皐 上項 主篁人が一、’しをす■） 1主　人ういれを仁7 言五威のli顯 現行法は「ブヲ’，ス

第697条 ［r頁 1以下この章においてF管理者」とい、．1・1以 この使い分けは意味がある？1「管理者」という

下「事務管理という）・・ 語はあとの章 Cも出てくるた・ぜ》か，それなら理解

できる。）

皆7〔）3条 法F上の　　なく 法塵上の　　がないのに

第705条 1責務の存在しないことを知って 1き務が存在しないことを知って

第707条 1項 証書を滅失させ若し．くは損傷し、 証書を滅失させ、 「殿滅1とは、小学館1988国語大辞典〔新装
版）では、「物をこわし滅ぼすこと．または、こわ

し捨てること．1つまり、「こわしたり、滅させたり

すること』ではなくrこわして滅させること」と1、慧わ

れる。

最判S53．1上．2は「民法七〇七条一項にい

わゆる証書の殿滅とは、証書を必要に応じて自
由に立言ll．方法に供することができなくなつてい

る場合のことをいうと解すべきであるから、証書

を有形的に駿損ないし滅失させてその証拠力
を失わせた場合に限らず、債権者において債
務者叉は弁済者に証書を返還してこれに対す
る支配を失い、これにより右証書を必要に応じ

て自由に立証方法に供することができなくなつ
ているような場合も証書の殿滅にあたると解して
妨げない。」と1、ているが、これは「殼滅」の法解

釈として、本来の意味より広げた意味に解釈し

た結果と思われる，この最高裁判例に従えぱ、
改正案のように表記することも考えられるが、

「損傷し」の法解釈としては、逆に「証書を必要

に応じて自由に立証方法に供することができな

くなつている程度の損傷に本来の意味より狭
めた意味に解釈する必要があると思われる。い

ずれも一長 短がある。であれば、今回び）現代

語化の趣旨からしてr殿滅」の本来の意味に近
い「滅失」のみでいいのではないか．

第711条 他人の生命又は身体を侵審した者は、被害者 他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、 そもそも、本条は、①窮709条及び第710条

の父母、配偶者又は子に対しては、その財産 配偶者又は子に対しては、その財産権を侵害 から当然に導き出されることのうち、（ア）『生命侵

権を侵害されなかった場合においても、これら され、なかった場合においても、これらの者が受 害被害者』の（イ〉「父母、配偶者、子の固有慰

の者が受けた精神的苦痛について損害の賠償 1’1た精神的苦痛について損害の賠鰻をしなけ 謝料』についてのみを規定したある意味で特異

をしなければならない。ただ1、、他人の身体を ればならない。， な規定と評価できるところ、②民事局ご指摘の

侵害した場合にあっては、被害者の父母、配偶 最判S39年以降の同旨最判の法理は、上記
者又は子が被害者の生命が侵害されたときと （ア）を「身俸優害jに拡大した場合についてのも

同等の精神的苦痛を受けたときに限る。 のであり、③他方、最判昭和49年12月17LIの
ように上記（イ）の範囲を拡大するもの｛）ある。④

もちろん、精神的苦痛についての損害発生パ
ターンは、言わば無数に存在する。

このような状況下において、民事局ご指摘の

判例法理が固まったものであるとしても、これを

法律の規定とする必要があるのか、また、妥当

なのか。他の同種の事例、立法例と比較して不

均衡ではないのか。固まった判例法理があると
t、ても、それはその固まった判例法理及び解釈

に委ねておけば良いのではないか。少なくと
も、上記（ア）の面と（イ）の面の双方について保

護の範囲を規定するのならともかく、上記（ア）に

ついてのみ規定するの）は、違和感がある。言わ

ば各論的間題に踏み込みすぎた立法のような
気がする「，

第717条 L項 損害を生じたときは、 損害が生じたときは、 現行法は「ヲ」であるが「が」でいいのではない

1又は／ か。「＝ノ」を尊重するのなら．rを生じさせた』とす

損害を生じさせたときは、 ることでいいのではないか．

第719条 1項 「共同行為者（共同の不法行為をした者をい
う．）」ではなく、r其同行為者（共同の行為をし

た者をいう、）」であることは、意味があるか？

意味があるとすると、今後の法解釈論に影響を

与えないのか。

第733条 前婚の解消 「前婚」、「解消」と毛）に電義がないが、適当な

定義がしずらく、定義条項を置かなくても、理解

可能ということか。

第745条 2項 不適齢者は、 前項の規定にかかわらず、不適齢者は、

第8〔）L条 外国にある日本人間 居る 居住するでは疾噂ぎるか？

第802条 左の場合 次に掲げる

第806条 回葭した時から起算する， 回鰍、たときから起算する、 時はときのけ、・、が．仁のではないか、
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箒808条 i項 読、みかえるものとする， 読みかえ久）。

第8Ll条 次の 次に掲げる

塙836条 定める 堺定する

第838条 掲げる（改正なし） 規牢する 1註D
843◎ノ、876ゾ）4、876♂）9♂｝・各・条工頁rl　掲けyξ）

は、改IEされていないが、規定寸るとすべきで
はないか？

第9L5条 1項 相続の承認又は放棄をしなけれぱならなし
・
。
　 相続の承認1箒九百二十条に規定する単純承 ①「梢続の承認」についての定義規定がないよ
認若Lくは第ハL百二十三条に規定する限定承 らであるが、ここに定掩するのはどうか1なお、第
認をいう。以下同じ。〕気は相続の放棄（第三節 915条は第4章の中の規定であるから、定義規
の規宗による相続の放棄をいう、以下同じ。）を 定は不要との考えか・）。r若しくは」はr又1、t」で

しなけれ，ぱならない。 あるべきなのかは良くわからない。

②「相続の放棄」についても定義硯定がないよ

「又剛 うであるが、ここに定義するのはどうか（なお、第

915条は第4章α）中の規定であるから、定義規

相続の承認（単純承認若しくは眼定承認をい 定は不要との考えか。）。

う］以下同じ。）又は放棄をしなければならな ③なお、第13条［項6号1、二おいて、「遺産の分

いら 害Il」にっいて定義規定があるのに、「相続の承

認」、「相続の放棄」について定義がないことに

違和感がある．

④ひるがえって考えると、「遺産の分割」（外に

は、「受遺者」等）についてまで、定義規定が必

要なのか、とも思われる。今回、界、出しも付され

る。「遺産の分割」等について、特に定義規定

があると、r日常用語とは異なる特殊な用語とし

て使用されているのか1とかえって混乱するよう

な気がする、

第922条 債務の弁済及び遺贈の履行をすべき 債務及び遺贈の弁済をすべき 「履行」ど弁済」はどこが違うのか。また、931

条、949条では現行法のとおり「弁済」としてい

ることとの関係が理解できない（典型的には、弁

済、履行、給付はほぼ同義で、同じものを債務

の消滅の観点から捉えたものが弁済、債務の
内容を実現する行為という観点から見たものを

履行、同実現する行為の内容を捉えたものが
給付であると理解している。）。

遺贈は、判例によれば物権的効力を有し、（ア）

996条ただし書の他人物の遺贈、（イ）不特定物

の遺贈の場合に債陸的効力に近いものになる
と思われるが、そのことが影響しているのか。ま

た、（ウ）物潅的効力が生じる前提においても移

転登記等の必要があることが影響しているの
か。

なお、93L条におけるコメントご参照。

結論的には、遺贈の場合も1弁済ゴの用語が

適当であるからというよりも、解釈に影響を与え

る可能性があるので、現行法の用語から変更し
ないという意味で「弁済jにしておくのが、無難

ではないのかと考える。

第931条 受遺者に弁済を 922条では現行t被相続人σ）廣務及び遺贈
を弁済すべき」とあるのをr被相続人の債務及
び遺贈の履行をすべき1と変更し、本条は「弁
済」のままとされているのは、①遺贈の物権的

効力説を前提とし、②ただ922条の場合は遺

贈の物権的効力の例外的存在であるの996
条ただし書の他人物の遺贈や（イ）不特定物の

遺贈があるため、③また物権的効力が生じる場
合においても移転登記手続等が必要であり、
同手続を行うことは、弁済というより履行という用

語に親しむものであることが影響しているので

はないかと思われる。

ただ、もちろん、学説上は、債権的効力説もあ

る。今回の改正に際して、922条と931条（及
び949条）を改正案とおり改正するときは、贋権

的効力説を否定することにつながるとも思、われ

るが、それでいいのか若干疑問がある。

限定承認や財産分離の際に、特定物の趨贈
か、不特定物（種類物）の遺贈かによって、受

遺者と相続綾権者との優先順位に言わぱ18〔）

度差があることに違和感があり、限定承認の際

には、931条の規定により、遺贈は債権的効力
をもっに止まるとの解釈は、まったくありえない

のか。特に、950条の相続人の債権者による財
産分離（950条2項により93L条を準用）を前提
に考えると、廣権的効力説も険討に値するよう

な気もするが

第932条 ただし書に主語がないが、学説上、争いがある
のでゃむを得ないとの判断でか（そのとおりと考

えるが、念のため確認の趣旨）。

癖949久 再『F＃に駅を 9ワ2条91鼓菜の＝以ント参昭

第95L条 相続人のあることが 相続人かあることが 立法例で1k、たとえばrおそれのあることjと
「おそれ，があることゴ双方が使用され「ていると思

われξ）か、「が」の方が良いめに思う。

8ペーヅ



民法現代語化案に対する意見書（大阪弁護士会）

型ザ958又 一1続人の1・るこレが 月続人が、tりる、レが 951恭のコくン『・に同じ

第958釜の3 前条の場創酌おいて 前条に規宗する場合において 第958築全体の諏旨を補足するものではなく、

前条中の …主張する者がいないとき」を受け
るものであξ）から、伝統的な用法に「仁れば「前

条に規定する場合において」であると思われ、
る，

窮997条 2項 前項の場合において 前項に視定する場合において 前項全体の極旨を補昇する）ものではなく、前項

中の「・一有効であるとき』を受けるものであるか

ら、伝統的な用法によれば「前条に規定する場
台において」であると思われる。

第998条 2項 前項の場合において 前項に規定する場合において 前項全体の趣旨を補足するものではなく、前項
中のr不特定物を遺贈の目的とした場合1・ておい

て1を受けるものであζ）から、伝統的な用法によ

れ，ぱ「前条に規定する場合において」であると

思われる。なお、前項中のr追奪を受けたとき」

を受けるものでないことは、その内容から明らか

であるが、形式的にも明らかにすζ）表記方法は

ないのか。

第1027条 この場合においてその期間内に履行がないと この場合においてその期間内に履行がないと 取消請求陸者の特定は必要ないのか。

きは、その負担け贈与にかかる遺言α）取消しを きは、相続人はその負担付贈与にかかる遺言
家庭裁判所に請求することができる、， の取消しを家庭裁判所に請求dることかでき

回
《
）q

第1028条 2項 前号に掲げる場合以外の場合 前項以外の場合には 「場創が2回電なる。

第LO40条 2項 受贈者が贈与の目的について権利を設定した 受贈者が贈与の目的に権利を設定した場合に 「ついて」が2回重なる。

場合について準用する，， ついて準用する。

以上
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